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○議事日程 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の決定 

       （諸般の報告） 

 日程第 ３ 議案第４５号 令和２年度美幌町一般会計補正予算（第６号）について 

 

○出席議員 

     １番 戸 澤 義 典 君      ２番 稲 垣 淳 一 君 

     ３番 大 江 道 男 君      ４番 髙 橋 秀 明 君 

     ５番 木 村 利 昭 君      ６番 伊 藤 伸 司 君 

     ７番 馬 場 博 美 君      ８番 古 舘 繁 夫 君 

     ９番 藤 原 公 一 君     １０番 坂 田 美栄子 君 

 副議長１１番 岡 本 美代子 君     １２番 上 杉 晃 央 君 

    １３番 松 浦 和 浩 君  議 長１４番 大 原   昇 君 

 

○欠席議員 

なし 

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席説明員 

  美 幌 町 長        平 野 浩 司 君 
教 育 委 員 会        
教 育 長 

矢 萩   浩 君 

  監 査 委 員        髙 木   清 君   

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席受任説明員 

副 町 長        髙 﨑 利 明 君   総 務 部 長        小 室 保 男 君 

  民 生 部 長        那 須 清 二 君   経 済 部 長        石 澤   憲 君 

  建設水道部長        川 原 武 志 君   病 院 事 務 長        但 馬 憲 司 君 

  会 計 管 理 者        西   俊 男 君   総 務 主 幹        関   弘 法 君 

  防災危機管理主幹 河 端   勲 君   まちづくり主幹 佐々木   斉 君 

  政 策 主 幹 後 藤 秀 人 君   財 務 主 幹 中 尾   亘 君 

  契約財産主幹 大 場 正 規 君   税 務 主 幹 片 平 英 樹 君 

  環境生活主幹 渡 辺 靖 行 君   児童支援主幹        小 室 秀 隆 君 

  福 祉 主 幹        影 山 俊 幸 君   健康推進主幹        大 場 圭 子 君 

  農 政 主 幹        田 中 三智雄 君   みらい農業センター主幹  午 来   博 君 

  耕地林務主幹 中 沢 浩 喜 君   商工観光主幹 多 田 敏 明 君 

  建 設 主 幹        御 田 順 司 君   施設管理主幹 以 頭 隆 志 君 

  建 築 主 幹 吉 田 善 一 君   水 道 主 幹 石 山 隆 信 君 

  病院総務主幹 菅   敏 郎 君   地域医療連携主幹 高 山 吉 春 君 

  教 育 部 長 田 村 圭 一 君   スポーツ振興主幹 浅 野 謙 司 君  

  監査委員室長 立 花 良 行 君 
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○議会事務局出席者 

  事 務 局 長        遠 國   求 君   次     長 佐 藤 和 恵 君 

  議 事 係 長        鶴 田 雅 規 君   議 事 係        新 田 麻 美 君 
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午前１０時００分 開会   

 

◎開会・開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、令和２

年第７回美幌町議会臨時会を開会します。 

これから、本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、８番古舘繁夫さん、９番藤

原公一さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 会期の

決定についてを議題とします。 

去る８月１９日、議会運営委員会を開き

ましたので、委員長から報告を求めます。 

１２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君）〔登壇〕 令和２

年第７回美幌町議会臨時会の開会に当た

り、去る８月１９日、議会運営委員会を開

催いたしましたので、その内容と結果につ

いて報告いたします。 

本臨時会に付議された案件は、補正予算

１件であります。 

以上の内容でありますので、本臨時会の

会期については本日１日限りといたしま

す。 

議員各位は、さきに質問した議員との重

複質問を避け、簡潔な発言に努め、慎重な

る審議に皆さんの協力をお願いするととも

に、行政職員の皆さんには真摯な答弁と対

応をお願いし、議会運営委員会委員長とし

ての報告といたします。 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

ただいま、議会運営委員会委員長から報

告のあったとおり、本臨時会の会期を１日

間としたいと思いますが、御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、会期は１日間と決定しまし

た。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（遠國 求君） 諸般の報告を

申し上げます。 

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましても、印

刷したものを配付しておりますので、御了

承願います。 

また、本臨時会中、町広報及び議会広報

用のため写真撮影を行いますので、御了承

願います。 

なお、報道機関の写真撮影及びパソコン

の使用を許可していますので、併せて御承

知おき願います。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎提出案件の概要説明 

○議長（大原 昇君） 町長から、本臨時

会に提出しております案件について、概要

説明をしたいとの申し出がありますので、

発言を許します。 

町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 本日、こ

こに令和２年第７回美幌町議会臨時会が開

催されるに当たり、御出席を賜りました議



 

－ 4 － 

員各位に対しまして、心から感謝いたしま

すとともに、提出案件の概要について御説

明申し上げます。 

令和２年度一般会計補正予算について。 

一般会計補正予算（第６号）につきまし

ては、新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金を活用した移住定住への促

進事業として２,０２２万５,０００円を、

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援金

等を活用した感染防止対策への整備事業と

して４３６万７,０００円を、アスパラガス

栽培用ハウス等の導入及び農業用ＩＣＴ機

械の導入に対する農林水産省の間接補助と

して２億７,９７０万２,０００円の増額な

どを行おうとするものであります。 

なお、細部につきましては、後ほどそれ

ぞれ御説明を申し上げますので、御審議の

上、原案に御協賛を賜りますようお願い申

し上げまして、提出案件の概要説明といた

します。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 議案第４５号 

○議長（大原 昇君） 日程第３ 議案第

４５号令和２年度美幌町一般会計補正予算

（第６号）についてを議題とします。 

直ちに提案理由の説明を求めます。 

総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 議案書の３ペ

ージになります。 

議案第４５号令和２年度美幌町一般会計

補正予算（第６号）につきまして御説明を

申し上げます。 

令和２年度美幌町の一般会計補正予算

（第６号）は、次に定めるところによる。 

今回の補正につきましては、新型コロナ

ウイルス感染症対策に係る交付金を活用し

た事業のほか、農林水産省の間接補助に係

る補助金などを追加するものでございま

す。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ３億４８３万３,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ１７０億８,５３１万８,０００円とす

る。 

第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明をいたします。 

地方債の補正。 

第２条、地方債の変更は、第２表地方債

補正により御説明をいたしますので、議案

書の６ページをお開き願います。 

第２表、地方債補正。 

起債の目的は、屋内多目的運動場建設事

業でございます。 

今回の補正は、建築主体工事の設計変更

に伴い事業費が増額となることから、過疎

債の限度額を７０万円増額し、補正後の限

度額を４億７,７９０万円とするものであり

ます。 

なお、設計変更の内容につきましては、

後ほど歳出において御説明を申し上げま

す。 

それでは歳出から御説明いたしますの

で、議案書の１２、１３ページをお開き願

います。 

３、歳出になります。 

２款総務費、１項、５目企画費、１、政

策推進事業費の増、２,００９万３,０００

円は、新型コロナウイルスの感染拡大によ

り、地方移住への関心が高まっていること

から、本町への移住者及び関係人口の増加

を目的に地方創生臨時交付金を活用し、移

住体験施設の整備と情報発信力の強化を図

るため、必要な経費を予算計上するもので

ございます。 

移住特設サイト作成等業務委託料４９５

万円は、町の魅力を写真や動画でわかりや

すく発信するほか、仕事や生活、住宅に関

する情報など地方への移住を検討されてい

る方に美幌町での暮らしやすさをＰＲする

ため、新たに特設サイトを製作いたしま

す。 

また、移住関連情報をまとめたＰＲ冊子
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も併せて作成いたしますので、当初予算に

計上しておりました移住パンフの印刷製本

費１３万２,０００円につきましては減額と

いたします。 

庁用備品１５万円につきましては、移住

希望者からオンラインで相談を受けるため

のタブレット端末の購入費用となります。 

移住体験住宅整備促進事業補助金１,５０

０万円は、民間が所有する住宅を移住体験

住宅として活用するための補助制度になり

ます。 

住宅をリフォームする際の工事に対し、

補助率は４分の３、補助額は１５０万円を

基本上限に、町産材の活用や空き家の購

入、空き家を改修した場合には補助金を上

乗せし、最大で５００万円を補助するもの

でございます。 

整備した翌年度からの５年間は移住体験

住宅として活用いたしますが、移住希望者

を受け入れない期間につきましては、民泊

あるいは家電・家具つき賃貸住宅としての

利用を妨げないことで考えております。 

次に、３款民生費でございますが、いず

れも新型コロナウイルス感染症の感染拡大

を防止するための予算計上となります。 

まず、２項、１目児童福祉総務費、１、

児童福祉事務費の増、新型コロナウイルス

感染予防対策支援事業補助金１００万円

は、一時預かり事業の委託先である民間幼

稚園に対し、国の子ども・子育て支援交付

金を活用し、感染防止を図るために必要な

経費として、１施設当たり５０万円を補助

いたします。 

なお、認可外保育所につきましては、緊

急包括支援交付金の対象施設として、北海

道から５０万円が直接補助されることにな

ります。 

その下の２、子ども発達支援センター運

営事業費の増、機械器具３４万１,０００円

は、療育室に設置する加湿空気清浄機を５

台購入いたします。 

その下の３、学童保育所運営事業費の

増、９４万２,０００円は、美幌、東陽、旭

の各学童保育所におきまして、新型コロナ

ウイルスの感染防止対策を講じるための経

費となります。 

消耗品費の３万７,０００円は、非接触型

体温計の購入を、修繕料の４９万５,０００

円は、東陽及び旭の学童保育所に換気扇を

設置するための経費を、機械器具４１万円

は、保育室に設置する加湿空気清浄機を６

台購入するための予算計上となります。 

その下の５、子育て支援センター運営事

業費の増、機械器具４１万円につきまして

は、託児室と集会室に設置する加湿空気清

浄機を６台購入するための経費になりま

す。 

その下の６、児童センター運営事業費の

増、機械器具１３万７,０００円は、プレー

ルームに設置する加湿空気清浄機を２台購

入するものでございます。 

次に、２目保育園費、１、美幌保育園管

理運営事業費の増、３７万８,０００円は、

新型コロナウイルスの感染防止対策を講じ

るための経費でありまして、消耗品費３万

７,０００円は、非接触型体温計の購入費用

になります。 

次に、議案書の１４、１５ページをお開

き願います。 

１番上の機械器具３４万１,０００円は、

保育室と調理室に設置する加湿空気清浄機

を５台購入するための予算計上でありま

す。 

その下２、東陽保育園管理運営事業費の

増、５２万２,０００円につきましても、感

染防止対策に係る予算計上となります。 

修繕料の１８万１,０００円は、保育室に

換気扇を設置するため、機械器具３４万１,

０００円は、保育室及び調理室に設置する

加湿空気清浄機を５台購入するための経費

になります。 

次に、３目へき地保育所費、１、へき地

保育所管理運営事業費の増、機械器具１３

万７,０００円は、上美幌保育所の保育室と
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調理室に設置する加湿空気清浄機２台の購

入費用であります。 

次に、４款衛生費、１項、２目予防費、

１、感染等予防対策事業費の増、４１万円

でありますが、乳幼児健診などの母子保健

事業において、新型コロナウイルスの感染

防止対策を講じるため、手指消毒用アルコ

ール、フェイスシールド、感染予防スクリ

ーンなどの消耗品を購入いたします。 

中段から下になります。 

６款農林水産業費、１項、４目農業振興

費、８、農業振興施設等整備事業費の増、

産地パワーアップ事業補助金２億７,９７０

万２,０００円につきましては、農林水産省

の間接補助を受けるべく、二つの事業を要

望してございましたが、今月に入り、予算

の割当て内示がありましたので、今回所要

額について予算計上するものでございま

す。 

対象となる事業は二つございます。 

まず、美幌町グリーンアスパラガス振興

会が取組主体となるアスパラ栽培用ハウス

等の導入事業になります。 

この事業につきましては、収益性の高い

アスパラの産地化を推進するため、ビニー

ルハウス１１棟の導入資材を補助し、農家

の初期投資を軽減いたします。 

補助率は２分の１、予算額は９４３万１,

０００円であります。 

二つ目の事業は、美幌町農業ＩＣＴ推進

協議会が取組主体となる農業用ＩＣＴ機械

の導入事業でございます。 

農作業の省力化と効率化を図るため、昨

年度から２カ年事業で取り組んでいる事業

でありますが、当初予算におきましては９

５戸、１３９台分の導入補助として、２億

３６７万６,０００円を予算計上していると

ころでございます。 

今回は生産者の皆様から追加の要望があ

り、その要望が認められたことによる予算

措置であります。 

受益農家は８９戸、１２０台分の導入補

助となります。 

補助率は２分の１、予算額は２億７,０２

７万１,０００円であります。 

参考までに、追加する機械でございます

が、ＧＰＳ自動操舵ガイダンスシステムが

６４台、ブロードキャスターが１２台、ス

プレーヤが４１台、農薬散布用のドローン

が３台、以上の１２０台でございます。 

次に、１０款教育費、５項、２目体育施

設費、３、体育施設整備事業費の増、手数

料の１万３,０００円は、屋内多目的運動場

建設に係る建築物完了検査等の手数料が本

年７月に改定されたことから、当初予算に

計上しておりました手数料の不足額を増額

いたします。 

屋内多目的運動場建設建築主体工事７４

万８,０００円につきましては、設計変更に

伴う工事請負費の増額となります。 

本年１０月１５日までを工事期間といた

しまして、屋内多目的運動場の建設工事を

進めてございますが、完成後のメンテナン

ス性の向上を図るため、工事内容の一部を

変更するものであります。 

具体的には、アリーナ１階のコンクリー

ト壁の仕上げ変更、アルコール消毒を想定

した耐候性の高い建具仕上げ材への変更、

天井点検口の設置箇所の追加などを行う設

計変更になります。 

続きまして、歳入について御説明を申し

上げますので、議案書の１０ページ、１１

ページにお戻りをいただきたいと思いま

す。 

２、歳入になります。 

１６款国庫支出金、２項、１目、１節総

務管理費補助金１,５００万円は、本町に配

分されている新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金の一部を予算化いた

します。 

美幌町には地方単独事業分といたしまし

て、国の第２次補正予算として４億４５９

万円が配分されておりますが、感染予防、

経済対策、生活支援に関わる事業の財源と
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して、これまでに２億１,２５８万３,００

０円を充当しているところであります。 

今回の補正予算において、新たに１,５０

０万円を財源充当いたしますので、残る臨

時交付金は１億７,７００万７,０００円と

なりますが、現在、その活用に向けた検討

を重ねているところでございます。 

制度設計が整った後、改めて補正予算を

編成の上、御提案をさせていただきたいと

存じますので、よろしくお願いいたしま

す。 

その下の２節児童福祉費補助金２８５万

２,０００円は、子ども・子育て支援事業に

充てるための交付金の増額でありますが、

新型コロナウイルス感染症への対応とし

て、今回特例措置分として創設された交付

金となります。 

１７款道支出金、２項、２目、２節児童

福祉費補助金１４９万３,０００円は、新型

コロナウイルス感染症への対応として緊急

に必要となる感染防止対策について包括的

に支援するための交付金で、児童福祉施設

等を対象に交付されるものでございます。 

その下の４目、１節農業費補助金２億７,

９７０万２,０００円は、歳出で御説明いた

しましたが、事業の取組主体に対しまして

産地パワーアップ事業補助金が交付される

もので、農林水産省の間接補助となりま

す。 

次に、２０款繰入金、１項、１目、１節

財政調整基金繰入金５０８万６,０００円

は、今回の補正予算に係る財源といたしま

して、財政調整基金からの繰入れを行うも

のであります。 

補正後の基金予定残高につきましては、

参考資料を添付しておりますので、御確認

をいただければと思います。 

２３款町債、１項、７目、２節の保健体

育債の７０万円につきましては、地方債補

正にて御説明を申し上げたとおりでござい

ます。 

以上、令和２年度美幌町一般会計補正予

算（第６号）について御説明をいたしまし

た。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。 

１番戸澤義典さん。 

○１番（戸澤義典君） 大きく２項目ござ

います。 

まず、１項目といたしまして、１３ペー

ジの総務費、移住特設サイト作成等業務委

託料、４９５万円と予算計上しておりま

す。 

その中で、無人問合せシステム、ＡＩチ

ャットボットシステムを導入すると聞いて

おります。そのシステムの概要についてお

聞きしたいと思います。これが１点目で

す。 

２点目が、ＰＲ冊子を１,０００部作成す

るとありますけれども、この冊子の使い

方、どこかに設置するのか、あるいは、ど

こかにお配りするのか。 

それから、大家、オーナーに対するＰＲ

向けのものがあるのでしょうか。それも併

せてつくるのか。その辺も説明していただ

きたいと思います。 

３点目は、使用料の８万８,０００円につ

いてです。 

移住生活費のシミュレーションシステム

を導入するというお話ですが、このシステ

ムの概要をお聞かせいただきたいのと、本

当に必要性があるのか実感できませんの

で、お聞きしたいと思います。 

４点目が、庁用備品１５万円で、オンラ

イン移住相談等タブレット端末、通信費含

めて導入するということでございますけれ

ども、このオンラインまでの流れ、例え

ば、美幌町のホームページなどから移住し

たいと問合せがきたときに、このタブレッ

トを使うまでの流れはどういう形なのかイ

メージができませんので、その辺をお聞か

せいただきたいと思います。 

それから、大きく２点目が、１５ページ
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の農林水産業費のパワーアップ関係ですけ

れども、受益農家６戸に対して、ＧＰＳが

６４台等と説明がありました。 

ドローンが３台ということですけれど

も、この機械の使用は、ドローンが３台と

いうことで、共同なのかどうかわからない

です。 

受益者の希望に対して配分していて、ド

ローンを使わない農家もあるという話なの

か、その辺をお聞かせいただきたいと思い

ます。 

それから、令和元年度からの２カ年事業

と伺っておりますけれども、会員農家が３

６戸と聞いています。 

この３６戸中、今年度６戸ということで

すけれど、全部で今年度合わせて何戸の農

家がこの産地パワーアップ事業を活用して

いるのか。 

それから、来年度以降の予算計画がされ

ていないと思いますけれども、希望する農

家はいないのか。その辺をお聞かせいただ

きたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 政策主幹。 

○政策主幹（後藤秀人君） まず、チャッ

トボットの機能の関係ですけれども、こち

らはＡＩ機能を使いまして、想定される質

問等を全部登録しておきます。そうする

と、チャットで入力して質問をすると、Ａ

Ｉ機能が登録しているものから自動的に回

答を出すという流れになっております。 

最近、自治体でもそういった機能を使っ

ていて、夜中に質問をしても、回答が自動

的に送られてくるといったものですので、

非常に効果的なものと考えております。 

次に、ＰＲ冊子の活用方法ということ

で、こちらは様々な部分で活用していきた

いと考えております。 

東京にある、北海道のどさんこプラザで

すとか、そういったところも活用して、札

幌にも様々な部分で北海道の情報冊子など

を置くところがありますので、そういった

部分で広く活用していきたいと考えており

ます。 

次に、オーナーに対するＰＲという部分

ですけれども、こちらは９月１日号の広報

に出します。あと、ホームページでも当

然、周知する方向で考えております。 

続きまして、シミュレーションシステム

の概要ということですけれども、こちらは

移住した後の、例えば、都会ですと年収が

高い。こちらに移住してきたときに、収入

が減るという部分が危惧されることがある

と聞いております。 

ただ、生活費が北海道のほうが当然安い

ので、それを収入を入力すると、その収入

に対して生活費が幾らぐらいですというこ

とで、自動的に計算されるシステムになっ

ております。 

こちらは、移住で先進地と言われている

ところが導入しておりまして、非常にわか

りやすく、移住後の生活がシミュレーショ

ンできるというシステムになっておりま

す。 

続きまして、タブレットオンラインの部

分ですけれども、今現在もオンラインで移

住相談を受け付けておりますが、機能的に

整備されていない部分がありますので、そ

この充実を図りたいという考え方です。 

以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） まず１点目の問合

せシステムです。 

これはＡＩが質問に対して答えてくれる

ということで、今回導入するのは移住定住

に関する特出しの部分なのか。 

それから、システムということは、どこ

かのサイトを使うのか、それとも装置のよ

うなものを役場で導入するのか、その辺が

不明だったので教えていただきたい。 

あと、冊子です。 

東京とか大阪などのブース等に置かれる

ということで、非常にいい宣伝効果になる

と思いますけれども、１,０００部では足り
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ない気がしますので、この１，０００部と

した根拠というか、見積もりが、なぜ１，

０００部なのかという話です。 

それから、生活費シミュレーション、移

住後に生活費がどのぐらいかかるのか。 

都会と美幌では当然違うから、そこまで

活用する人がいるのかなと。都会に住んで

いて、安くなるというぐらいはわかると思

いますけれど、本当にこの必要性があるの

かどうかです。 

あと、タブレットです。 

タブレットを使用するまでの流れを理解

できなかったので、要するに、最初からい

きなりタブレットでは来ないと思うので

す。ホームページか何かでアクセスしてき

て、美幌町の移住体験施設に興味があるか

らどうなのかという問合せ、あるいは電話

での問合せがあったりすると思うのです。

それがタブレットまで行き着く流れを知り

たいです。 

今度はタブレットを使用してやり取りし

ましょうとタブレットを使用するのか。い

きなりタブレットでやり取りする話ではな

いと思うのです。 

その辺を教えていただければと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 政策主幹。 

○政策主幹（後藤秀人君） １点目のチャ

ットボットシステムの部分ですけれども、

こちらは委託の中で、行政でシステムを入

れて組み入れていくという考え方です。 

２点目が、冊子の１,０００部の根拠です

けれども、とりあえず今回は、どういった

ニーズ、どういった活用ができるかという

ことも含めて今年度は１,０００部という考

え方で、つくり過ぎて余るのもあれですの

で、状況を判断して、必要であれば増刷し

ていくという考え方でおります。 

続きまして、生活費シミュレーションの

必要性ということで、いろんな移住の相談

で、収入が下がると生活できるかという問

合せが、相談を受けている中でも結構多い

です。ですので、そういった不安を取り除

くことが必要かなということで、今回この

システムを導入することを計画いたしまし

た。 

最後にタブレットの件ですけれども、こ

ちらはオンラインでの移住相談ということ

ですけれども、これはパソコンでも正直で

きます。ただ、タブレットですと機動性が

出ますので、例えば今、移住担当の協力隊

が峠で移住相談窓口ということで活動して

おります。そういったときに、タブレット

ですと非常に効果的に活用できるというこ

とで、タブレットの購入を計画いたしてお

ります。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） 産地パワーア

ップ事業補助金の御質問でございます。 

１点目がドローンが６台と少ないのは、

個人か、グループかというお尋ねでござい

ます。 

台数が少ない理由といたしましては、ド

ローンで使用できる農薬の登録がまだ少な

く、今後使用できる農薬の幅が広がってい

くなど、これからの技術であるというこ

と。 

そのため、今回は、慣れているスプレー

ヤを導入して、労働時間削減を選ぶ生産者

が多かったのではないかと考えておりま

す。 

２点目が、令和元年度、２年度の事業導

入台数でありますが、ＧＰＳは令和元年６

３台、令和２年当初９０台、今回追加６４

台の計２１７台。ブロードキャスターは令

和元年２４台、令和２年当初４６台、今回

追加１２台、合計８２台。スプレーヤは令

和元年ゼロ台、令和２年当初２台、今回追

加４１台、合計４３台。ドローンは令和元

年２台、令和２年当初１台、今回追加３

台、合計６台となってございます。 

本事業につきましては、２カ年事業のた

め今年度が最終年度となります。 
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以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） １点目について

は、共同で使用する機械はない。各農家が

希望する機械をそれぞれ配りましたという

認識でいいのか。 

２点目は、台数はわかりましたけれど

も、農家の戸数でいくと３６戸の会員の方

で、何戸の農家が利用したのか、何戸が利

用していないのか教えていただければと思

います。 

○議長（大原 昇君） 農政主幹。 

○農政主幹（田中三智雄君） まず、農家

戸数ですけれども、今回、取組主体という

ことで、ＩＣＴ推進協議会が取組主体にな

りますけれども、その中で、今回の令和２

年の追加分として、受益戸数につきまして

は８９戸になっております。 

当初につきましては、令和元年度は７４

戸の申請がありまして、重複する部分があ

りますので多くなりますけれども、令和元

年度できますと、受益戸数が７４戸ありま

した。 

平和２年度の当初では９５戸ありまし

て、今回追加分で８９戸の農家戸数という

ことになっております。 

先ほど申しましたとおり、それぞれ年度

で重複がありますので、その辺は御了承願

いたいと思います。 

あと、機械について、個人か団体かとい

うお話がありましたけれども、これは全て

個人で使用され、共同使用はありませんの

で御了承願いたいと思います。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 説明を伺ったとき

は、たしか会員が３６戸と伺って、今回は

６戸分という話で伺って、そういう認識で

質問をしていたのですが、いきなり８９戸

とか、９５戸と話が出て、ますますわから

なくなりました。 

この協議会が３６戸というのは全然関係

ない話なのですかね。 

できれば、もう少し丁寧に説明していた

だければ助かります。 

○議長（大原 昇君） 最初の質疑の中

で、全体戸数の何戸が利用しているかとい

う意味で捉えていいのですか。 

それとも、今言ったように、協議会に何

戸あって、そのうちの何戸という捉え方が

いいのですか。（「当初、会員農家が３６

戸という話がありましたから、対象が３６

戸という認識だったのです。対象は９５戸

という説明があれば理解できます。この３

６戸はあくまでも協議会というか、組織に

入る話であって、それ以外でも導入でき

て、それで９５戸が導入できる権利があっ

て、その中で、令和元年度は何戸で、令和

２年度が何戸だという話であれば理解でき

るのですけれども、最初に３６戸と説明が

ありましたから、３６戸以外は導入できな

いという認識の下、質問したものですか

ら、その辺を理解できるように説明してい

ただければと思います。」と発言する者あ

り。） 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） 議員お尋ねの

３６戸につきましては、グリーンアスパラ

ガス振興会でございますので、ＩＣＴとは

また別のハウスの導入の受益者が３６戸と

いうことでございます。 

ＩＣＴ協議会につきましては、全体で１

６５戸が受益農家数でございます。 

令和元年度に導入された機械、台数は先

ほど申し上げましたが、令和元年度が７４

戸、それから、令和２年度当初が９５戸、

そして、今回の追加で希望されたのが８９

戸になりますが、先ほど主幹が御説明した

とおり、重複部分がございますので、全体

の受益戸数としては１６５戸となります。 

御了解いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 農政主幹。 

○農政主幹（田中三智雄君） 先ほどの個
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人か団体かという部分で、私は全て個人と

申し上げたのですけれども、すみませんが

訂正で、１戸利用組合がありまして、その

部分だけ共用という形になります。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） すみません。 

私がグリーンアスパラガス振興会と勘違

いしておりました。 

１６５戸ということで、１６５戸のう

ち、この制度を利用していない農家はある

のか教えてください。 

○議長（大原 昇君） 農政主幹。 

○農政主幹（田中三智雄君） ただいまの

件でありますけれど、１６５戸全て御利用

されております。 

重複されているので、それぞれの件数で

いくと１６５という数字が見えませんけれ

ども、１６５戸皆さん利用されているとい

うことになっております。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 私からは１３ペー

ジの移住特設サイトの業務委託料、そし

て、移住体験住宅整備促進事業補助金の２

点、大きく２点について幾つか質問をさせ

ていただきます。 

まず、一つ目の移住特設サイト作成等業

務委託料です。 

先ほど戸澤議員からパンフレットの利用

について質問がありましたが、まず一つ、

パンフレットをふるさと納税の返礼品に入

れるという利用の方法はないのかというの

が一つ質疑です。 

大きく二つ目で、４点ほど質疑がありま

す。 

移住体験住宅整備の補助金はすごくいい

ものだと思います。 

美幌町はグランドホテルもなくなってし

まい、宿泊施設自体もなくなっている中

で、空いている期間に一般の宿泊、ゲスト

ハウスとしての利用もできるということ

で、美幌町の宿泊施設の機能を担う部分で

もあると思いますし、移住の促進にもな

る、かなりいいものだと思っていますの

で、ぜひ力を入れていただきたいと思うの

ですが、それをさらによくしたいと思いま

すので、質疑させていただきます。 

一つが、移住体験住宅として、補助金を

５０万円以上出したところには５年間の縛

りがある。施設として、住宅として、運用

していただかなくてはならないというとこ

ろがありますが、この５年間の縛りの理由

を一つ教えていただきたいです。 

それと、今回これがうまくいけば、５０

０万円満額としたら３棟の移住体験住宅が

できると思いますが、この移住体験住宅の

利用料は一律とか、どういうふうになるの

か、設定の方法はどうなるのかを一つ教え

ていただきたいです。 

それと、今回、移住体験住宅をつくり、

ホームページとかＳＮＳ等でＰＲされると

思うのですが、そもそもこの移住体験住宅

に移住したい人をきちんと呼び込もうと思

ったときに、住宅がありますという宣伝だ

けでは弱いと思うのです。 

何が言いたいかといいますと、美幌町で

はこういう体験プログラムができますだと

か、こういう生活ができますということ

で、生活モデルをしっかり示したりだと

か、私は前に一般質問でも言わせていただ

きましたが、例えば、介護者の職業体験が

できますとか、ツアーができますとか、実

際に美幌町の仕事に触れたり、生活に触れ

られるプログラムと一緒に提案し、周知す

ることが必要ではないかと思うのですが、

その辺りの考えがどうなっているのか。 

最後になりますが、今回、ゲストハウス

として民間の事業者が開設されて、今準備

されている業者もあると伺っていますが、

そういう人たちが、着工中になるわけです

けれども、そういう人たちの途中での申請

も可能なのかどうか。 
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補助とは関係なく、例えば、何カ月後と

かに、うちも移住体験住宅として町に使っ

てほしいという方が現われたときに、補助

金は使えないと思うのですけれども、そう

いったものを町として、移住体験住宅とし

て受け入れることは可能なのか、その辺り

を教えていただければと思います。 

○議長（大原 昇君） 政策主幹。 

○政策主幹（後藤秀人君） まず１点目の

パンフレットの利用の部分ですけれども、

ふるさと納税の返礼品と送れないのかとい

うことで、こちらは参考にして検討してい

きたいと考えております。 

続きまして、移住体験住宅の補助金の５

年間の縛りの理由ということですけれど

も、今回交付金を活用する部分はあるので

すけれども、公費ということで、施設整備

にかかって５年間程度そういった御協力を

いただいて、移住促進につなげていきたい

という考え方でございます。 

次に、利用料の設定についてでございま

すが、こちらはオーナー様のそれぞれの考

え方で設定していただくということですけ

れども、余り高いと移住体験住宅としての

活用、ニーズがないという部分もあります

が、こちらもオーナーの考えで設定してい

ただくということで考えております。 

続きまして、ＰＲの部分ですけれども、

今現在もまちづくりツアーですとか、博物

館の体験ツアーですとか、いろいろな部分

を企画して進もうと今年度迎えていたので

すが、コロナの状況でこういったことが一

旦ストップしております。生活モデルです

とか、そういった部分も情報発信の特設サ

イトに十分な情報量を入れて、ＰＲしてい

きたいと考えております。 

あと、事前着手の部分ですけれども、基

本的に補助金に関しては事前着手の部分は

対象は不可能だと考えております。 

ただ、個人的に移住体験住宅で活用して

いただきたいとか、そういった御相談があ

れば、町としては非常にありがたい考えで

ありますので、移住体験住宅として登録し

て、サイトの中でＰＲしていきたいと考え

ております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

１０番坂田美栄子さん。 

○１０番（坂田美栄子君） 私は、１３ペ

ージの児童福祉費についてお尋ねしたいと

思います。 

今回、コロナ対策として、子ども・子育

て支援でいろいろなところに支援事業とし

て取り組んでもらえるようになったのです

が、一言だけ言わせていただくと、随分対

応が遅かったという感じがいたします。 

それと、言われてから対応したという認

識しか私としてはなかったので、やはり町

の施設ばかりではなくて、民間の施設も含

めて、子ども・子育てという意味で町の考

え方があってよかったのではないかという

思いがあります。 

コロナの感染症が始まって以来、６カ月

になります。その間、子ども・子育ての関

係については、なかなか補助事業とか、支

援がなかったというのが１番大きなことで

はなかったかと思っています。 

今後も続いていくということも含める

と、テレビの放送では、うがい、手洗い、

これを徹底してくださいということで、子

供の施設では徹底して、先生方もかなり神

経質になって、注意を払いながら続けてい

ますが、消毒液については以前と比べると

倍以上にはね上がっていて、かなり負担に

なっていることも現実としてありますの

で、町の施設だけでなく、子供に関わる施

設については、環境がどうなっているかと

いう状況を把握しながら対応できないもの

かという意味で、今後の対策を含めて答弁

いただければと思います。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（那須清二君） ただいまの御

質問でございますが、対応が遅かったので
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はないかということでございますが、私ど

ももいろいろと民間を含めて情報提供させ

ていただきながら、そして国の補助金等を

使うものにつきましては、そういった情報

提供をさせていただきながら、支援をさせ

ていただいたところでございます。 

消毒液、マスク等につきましても不足し

ている実態は承知しておりますので、予算

には出てきませんが、例えば備蓄品の中か

ら、必要な部分を支援させていただいたと

いうような対応もしているところでござい

ます。 

いずれにいたしましても、今後とも必要

な部分等につきましては、現在調査をさせ

ていただいてございますので、国等の補助

金の範囲内で収まらないとも聞いておりま

すので、その辺につきましては、今後支援

させていただくことを検討しておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １０番坂田美栄子

さん。 

○１０番（坂田美栄子君） 全員協議会の

中で十分説明は受けております。 

国の補助金を全て利用した中でやってい

るということは理解をしていますが、今後

についても、備品に限らず、消耗品で１番

必要なのは消毒液ではないかと思っていま

すので、美幌の子供たちを育てている施設

の環境を十分把握した上で、そういうもの

に支援が必要ではないかと思っていますの

で、十分検討していただけるようにお願い

したいと思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

７番馬場博美さん。 

○７番（馬場博美君） 私は、１３ページ

の政策推進事業費の増のうち、移住体験住

宅整備促進事業補助金１,５００万円につい

て、２点ほど説明をお願いしたいと思いま

す。 

先ほど、総務部長から御説明ありまし

た。８月１１日の全員協議会でも説明を受

けました。 

その中で、空き家対策の一環として実施

されるとお話を聞きました。今回最大で５

００万円ということで、１,５００万円にな

ります。 

今回の補正につきましては、移住体験と

いうことで、地方創生臨時交付金が対象に

なると理解いたしましたけれども、そこで

次年度以降は対応をどうするのか。 

今年度限りなのかということが１点と、

それから２点目、今回の予算額について、

例えば３棟で１,５００万円ですけれども、

予算額を上回って応募があった場合はどう

対応するのか。 

この２点について御説明をお願いしたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） 政策主幹。 

○政策主幹（後藤秀人君） ただいまの御

質問の１点目ですが、次年度以降というこ

とで、まず今年度交付金を活用して整備を

しまして、ニーズですとか、そういった部

分を来年度検証しまして、必要であれば翌

年度以降も制度設計をし直していこうと考

えておりますが、いずれにしましても、来

年度以降の移住体験希望者のニーズを捉え

て検討していきたいと考えております。 

２点目の予算を上回る募集があった場

合、状況によりますが内容等も検証して、

必要に応じて対応していきたいと考えてお

ります。増額補正も考えております。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番馬場博美さ

ん。 

○７番（馬場博美君） １点目ですけれど

も、今回は臨時交付金があるということ

で、財源的には助かると思いますけれど

も、先ほど木村議員が言いましたけれど

も、民間の空き家を持っている方が、利用

していただきたいと言った場合について

は、後藤主幹からありましたけれども、そ

ういうことでＰＲしていきたいと。 

その中で、考え方ですけれども財源があ
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るのはわかるのですけれども、道内におい

てもインターネットで調べますと、砂川市

においても民間の空き家を町が借り上げ

て、そういった対応をしているところがあ

りますので、ぜひ、美幌町においても空き

家戸数が４４３戸もありますので、そうい

ったことも次年度以降検討されたらいいか

と考えていますので、その辺の考え方があ

ればお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 次年度以降の

対応ということでの御質問になります。 

先ほど主幹が説明したとおり、今回、臨

時交付金を一つのきっかけとして事業を実

施するということであります。 

これは提案理由の説明でもお話ししまし

たが、今、全国的に地方移住への流れが加

速的に進んでいるということであります。 

こういった流れに遅れないように、町と

しては対策を打っていきたいということ

で、今回交付金を活用した制度設計を進め

てきたところであります。 

また、第６期美幌町総合計画、あるい

は、地方創生の総合戦略においても、移住

定住の促進は項目として掲げております

が、これまではしっかりとした事業展開が

できていないという反省もございましたの

で、今回をきっかけにしっかりとアクセル

を踏んで進めていきたいということがあり

ます。 

もう一つ、空き家対策という視点から御

質問をいただきました。こちらも町にとっ

て非常に大きな課題であります。 

今回、空き家の利活用という面でも、少

しでもこの事業が展開できればというのは

あるのですけれども、次年度以降、空き家

対策をどうするかというのは、また違った

視点で、新年度予算のときに検討していか

なければならないと思います。 

町では課題が山積しておりますので、移

住定住施策ももちろん重要ですけれど、ほ

かの重要な施策もございます。全体バラン

スを考えて、新年度予算においてはどうい

った事業を実施すべきか、十分に検討の上

で予算提案をしたいと思っておりますの

で、御理解をいただければと思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

２番稲垣淳一さん。 

○２番（稲垣淳一君） １３ページの企画

費であります。 

細かい施策については、ほかの議員がい

ろいろとお尋ねしているので省きますが、

今回の移住特設サイトの作成業務委託料、

そして、移住体験住宅整備促進事業、これ

らの目指すもの、もちろん町に多くの人が

来てほしいというのはわかるのですが、や

はり町としての思いというか、特に、どう

いう対象者の方を重点的に望んでいるの

か。来てほしいと思っているのか。そうい

うことがこの特設サイトをつくるときにも

出てくると思うのです。 

総花的にこんなにすてきな自然があり、

おいしいものがある、空気はおいしいと言

っても、オホーツク管内どこに行っても似

たようなアピールはすると思うのですが、

特にどういう方たちを対象に移住サイトを

つくろうと思っているのか。 

そして、今後もこの移住対策が続くのは

わかるのですが、特に今年度といいます

か、新年度も含めて、来年度も含めて、何

人の移住者を目標としているのか。 

わかるものがあればお知らせください。 

○議長（大原 昇君） 政策主幹。 

○政策主幹（後藤秀人君） まず１点目の

目指すもの、どういった対象者を考えてい

るのかということですけれども、先進地を

見ますと、先進地ではあるのですけれど

も、成功地ではないとか、そういった部分

も見えてきているのが現状でございます。 

以前の移住施策の始まりのときには、引

退した方、高齢の方を受け入れるという施

策が中心で進んできたのですけれども、本

町では働き盛りとか、ターゲットをそちら
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の方向に全体的には考えています。中心に

考えているのはそういった方々を考えてお

りますので、サイトも仕事の部分ですと

か、子育て環境ですとか、そういったこと

を中心にサイトをつくっていくことで計画

を立てているところでございます。 

移住者の目標というのは、相手があって

のことですので、なかなか数字は出しづら

いのですが、できれば、こういった投資を

するわけですから、毎年２名、３名ぐらい

は本町に移住していただきたいと、担当で

目標を立てて事業を進めていくところでご

ざいます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） １点だけ質問いた

します。 

１５ページ、産地パワーアップ事業補助

金のうち、アスパラのビニールハウスが１

１棟ということです。その内訳を教えてい

ただきたいです。 

アスパラは春取り、立茎、伏せ込みと価

値があると思うのです。美幌町が冬姫に力

を入れていることも含めて、今回の事業の

結果、栽培予定、計画になると思うのです

けれど、それぞれの増える予定の面積はど

ういう状況になるのか、お示しをいただき

たいと思います。 

伏せ込みについては、現状も含めて、現

状は幾らで、増加はどれぐらいということ

でお答えをいただければありがたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） アスパラのビ

ニールハウスの申請件数につきましては、

１３棟でございまして、生産者の６戸から

申請をいただいており、今年度は１１棟で

すが、今年度と来年度の事業になりますの

で、令和２年度は１１棟、令和３年度は２

棟の予定で、合計１３戸で、生産農家の方

６戸、うち新規でアスパラを栽培していた

だく農家が３戸でございます。 

それから、増反はどの程度かということ

でございます。４０アール、０.４ヘクター

ルを目指しているところでございます。 

伏せ込みにつきましては、農政主幹から

御答弁させていただきます。 

○議長（大原 昇君） 農政主幹。 

○農政主幹（田中三智雄君） 伏せ込みの

関係でありますけれども、面積について

は、今手持ち資料がないのでわからないで

すけれども、戸数でいきますと、今回補助

の申請があった戸数につきましては３戸と

なっております。全体では７戸あります。

そのうち、今回伏せ込みの補助申請をされ

たのは３戸、さらにそのうち新規参入の方

が１戸あります。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

１２番上杉晃央さん。 

○１２番（上杉晃央君） １点だけ、１３

ページの移住特設サイトの作成の中で、以

前の説明のときに移住者インタビューだと

か、移住者の動画撮影ということだったの

ですが、これまで美幌町に移住された全て

の方に協力していただいて、このサイトの

中で紹介されるのかということと、それか

ら、町の紹介の中で、全景とか四季の紹介

と書いてありますけれども、動画でドロー

ンを使って、上空から美幌町のすばらしい

景観を紹介するとか、動画といっても、た

だ人とか風景を写すのではなくて、いい景

観を見せるためには、ドローンを活用する

こともできると思うのです。 

今回のサイトの作成の中では、どういう

動画を考えられているのか、その辺のこと

をお答えお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 政策主幹。 

○政策主幹（後藤秀人君） まず１点目の

移住者のインタビューという部分ですけれ

ども、今計画しているのは、移住してきて

起業している方ですとか、就農している方
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が結構おられますので、そういった方を１

０名程度選定して、インタビューをしたい

と考えているところでございます。 

ドローンの活用について、ふるさと納税

の特設サイトのときにも業者の方からそう

いった提案もいただいております。 

ですので、例えば、峠から下りてくる景

色ですとか、下りたところに広い畑がある

ですとか、女満別空港から近いという部分

を上空から撮って、そういったことも考え

て計画を立てているところでございますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番上杉晃央さ

ん。 

○１２番（上杉晃央君） せっかくこうい

う形でサイトを開設するとすれば、今後、

１０人程度ということでしたけれど、起業

や新規就農の方ということですけれども、

毎年この辺はバージョンアップして、情報

更新したりということは来年度以降考えら

れると思うのですが、そういう計画で進む

ということで理解してよろしいでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 政策主幹。 

○政策主幹（後藤秀人君） バージョンア

ップも当然考えておりまして、来年度以降

どういった部分で飽きのこない特設サイト

というか、そういったものをうまく動かし

ていきたいということで担当で考えており

まして、当然経費もかかってくることです

ので、今後、来年度以降の特設サイトの運

営費の部分も積算していきたいと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

これで質疑を終わります。 

これから、議案第４５号令和２年度美幌

町一般会計補正予算（第６号）についてを

採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。 

──────────────────── 

◎閉会宣告 

○議長（大原 昇君） 以上で、本臨時会

に付議されました案件は全部終了しまし

た。 

会議を閉じます。 

これで、令和２年第７回美幌町議会臨時

会を閉会します。 

お疲れさまでした。 

 

午前１１時１１分 閉会   
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